
資料１

１　岩手県教育委員会における懲戒処分件数の推移（令和元年以降）

　　令和元年度：15件（うち飲酒運転５件） 令和５年度：23件（うち飲酒運転２件）

　　令和２年度：18件（うち飲酒運転０件） 令和６年度：22件（うち飲酒運転３件）

　　令和３年度：12件（うち飲酒運転０件） 令和７年度：15件（うち飲酒運転１件）

　　令和４年度：31件（うち飲酒運転０件） 令和８年度：１件（うち飲酒運転１件）※令和８年４月20日現在

２　令和７年度逮捕事案

職員名 所属 職名 非違行為 非違行為の詳細 発生（逮捕）日 判決等

早野　広暉
(はやの　ひろき)

小学校 教諭 性的姿態等撮影

当該職員は、令和７年５月23日（金）、勤務校の
女子トイレに正当な理由なく侵入して、自身が所
有する携帯電話（スマートフォン）を盗撮目的で
設置し、女子児童の姿態を撮影した。

令和7年5月24日
懲役２年

執行猶予４年

立花　舞
（たちばな　まい）

中部教育事
務所

主事

窃盗
住居侵入

電子計算機等使
用詐欺

令和７年７月11日（金）午前３時頃、盛岡市内の
一般住宅に侵入し、現金数千円など在中の財布１
個を窃取した。
また、窃取したクレジットカードを用いてスー
パー等で買い物をした。

令和7年7月11日 公判継続中

佐々木　智仁
（ささき　ともひと）

中学校 教諭
不同意わいせつ

住居侵入

令和７年９月上旬、千葉県浦安市内の宿泊施設に
おいて、正当な理由なく客室に侵入し、同室に宿
泊していた被害者２名に対し、わいせつな行為を
した。

令和7年10月23日
拘禁刑２年６月
執行猶予５年

畠山　一夢
（はたけやま　かずむ）

宮古水産高
等学校

操機手 不同意性交等

令和８年１月13日（火）午前１時頃から２時45分
頃までの間、新潟県新潟市中央区において、被害
者（20代・男性）に対し、同意を得ずに性的な暴
行を加えた。

令和8年1月13日 拘禁刑５年

千葉　文彦
（ちば　ふみひこ）

小学校 教諭
わいせつ誘拐
不同意性交等

令和８年１月７日午前11時から同日午後１時まで
の間、岩手県南部の宿泊施設において、岩手県南
部在住の16歳未満の女性に対し、わいせつな行為
を行った。

令和8年2月16日 不起訴処分

葛尾　欣児
（くずお　きんじ）

盛岡第一高
等学校

教諭
飲酒運転
窃盗

令和７年10月14日から同月15日までの間に、花巻
市内の被害者方において、被害者が所有している
衣類数点を窃取した。 令和8年3月5日 不起訴処分
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３　令和７年度飲酒運転事案

職員名 所属 職名 非違行為の詳細 発生（検挙）日 懲戒処分

千葉　智喜
（ちば　さとき）

盛岡市立見
前小学校

教諭

令和７年10月４日（土）、午前４時頃、酒気を帯
びて自家用車を運転し、盛岡市高松付近のアパー
トの植木に接触した後に、民家の生垣に衝突する
自損事故を起こした。その後、警察官による呼気
検査により、呼気１リットル当たり0.58ミリグラ
ムのアルコールが検出され、検挙された。

令和7年10月4日
免職

（令和7年12月22日）

葛尾　欣児
（くずお　きんじ）

盛岡第一高
等学校

教諭

令和８年３月４日（水）、コンビニエンスストア
で購入した500ml缶のハイボールを飲み、午前０時
30分頃、自動車を運転していたところ、花巻市狼
沢付近において、路外田んぼに同車を転落させる
事故を起こした。同所を警ら中の警察官が当該事
故を発見し、実況見分の際、呼気検査が行われた
結果、基準値を超える呼気アルコール濃度が検出
された。

令和8年3月4日
未実施

有谷　拓夢
（ありや　ひろむ）

教職員課 主事

令和８年２月14日（土）午後９時20分頃から翌15
日（日）午前３時30分頃まで、盛岡市大通の飲食
店において飲酒した後、自ら自動車を運転し、自
宅に向かう途中、盛岡市大沢川原付近において、
パトカーで警ら中の警察官から職務質問を受け、
呼気検査の結果、呼気アルコール濃度0.27mg/Lが
検出された。

令和8年2月15日
免職

（令和8年4月20日）

非公表 県立学校 校長

令和８年３月26日（木）午後６時30分頃から午後
９時頃まで、盛岡駅前の飲食店において飲酒した
後、帰宅のために乗車した新幹線の車内において
も飲酒した。北上駅で下車後、午後10時20分頃自
ら自転車を運転し自宅に向かう途中の路上で転倒
し、救急搬送された。その後、警察官から取り調
べを受け、呼気検査の結果、基準値を超える呼気
アルコール濃度が検出された。

令和8年3月26日 未実施
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１ 
 

これまでの不祥事防止に係る取組 

 

【服務関係の指導を行う各種研修等一覧（集合研修等）】 

 ① 経験年数等に応じた研修 

初任者研修、２年目研修、３年目研修、教職経験者５年研修、中堅教諭等資質向上研修 

② 管理職向け研修 

公立義務教育諸学校新任校長研修、公立義務教育諸学校新任副校長研修講座、県立学校新任校

長研修講座、地区校長研修講座、事務長研修 

③ 会議等 

教育事務所長会議、県立学校長会議、県教育委員会と市町村教育委員会との意見交換、経営指

導主事会議 

【県立学校における研修等スケジュール（例）】 

 

内容 

現場での研修等 岩手モデルに基づく取組 
特定の役職等を対象と

した研修等 

４月 

コンプライアンス・スピ

ーチ（毎月） 

・ 不適切な指導の根絶に向

けた「個人の宣言書」を所

属長に提出 

・ インテグリティの視点に

立った部活動指導者研修

実施（各校１名が代表受講

し各校で伝達講習） 

・ 学校経営計画の重点目標

の一つとして不適切指導

の根絶に係る目標を設定 

・教職員のためのメンタ

ルヘルスセミナー 

・管理監督者のためのメ

ンタルヘルスセミナー 

・組織マネジメント研修 

・業務プロセス改善研修 

 
５月 職員面談  

６月   

７月 

 
・ 「TSUBASAモデル」研

修実施（故人命日である

７月上旬に、モデル策定

経緯を再確認し、再発防

止意識を高める） 

・ モデルの推進状況に係

る自己点検実施 

・ 不適切な指導根絶に向

けた「学校の宣言」を策

定し公開 

８月 
コンプライアンス研修

（「体罰・不適切言動の防
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止について」） 

９月 

 
・ インテグリティの視点に

立った部活動指導者研修

実施（各校１名が代表受講

し各校で伝達講習） 

10月 職員面談  

11月   

12月 

コンプライアンス研修

（「学校管理下における

事故防止について」） 

 

１月   

２月   

３月   

１ 職員面談（５月・10月） 

職務課題及び達成状況の確認、研修の受講奨励、運転免許証の確認（違反歴がないか、有効期限

の確認等）、飲酒習慣の確認及び助言、健康状態の確認等 

２ コンプライアンス・スピーチ 

定例職員会議の中で実施する。 

スピーチを担当する職員がテーマを決めて行う。（交通安全、情報管理等のテーマが多い） 

３ コンプライアンス研修 

１時間程度で設定されることが多く、主に管理職が担当する。年に２回程度実施する。 

テーマは「体罰や不適切な言動の未然防止」等で、グループワークを行った学校も多い。 

４ 職員朝会等での注意喚起 

不祥事に係る新聞掲載記事を配付。管理職が注意喚起を図る。 

毎週金曜日に、交通安全を心掛けるよう注意喚起。 

【令和７年度における服務通知の状況】 

R7 逮捕事案の内容 文部科学省の取組 県教委の取組 

① 
5.24 

建造物侵入及び性的
姿態等撮影事案発生 

  

 
② 
5.26 

  ①を受け服務通知発出(「性的姿態
等撮影等による逮捕事案の発生に
ついて」教服第16号) 

③ 
7.1 

 教師による児童生徒盗撮・SNSで
の共有等を受け服務通知発出(「児
童生徒性暴力等の防止等に関する
教師の服務規律の確保の徹底につ
いて」７文科初第904号) 

 

④ 
7.4 

  ③を受け服務通知発出(「児童生徒
性暴力等の防止等に関する教職員
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等の服務規律の確保の徹底につい
て」教服第29号)※③の通知を添付 

⑤ 
7.10 

 緊急都道府県等教育長会議を開催
し、③の内容を説明したほか、相
談窓口の整備・周知の指示や警察
庁の匿名通報事業を紹介 

 

⑥ 
7.11 

住居侵入及び窃盗
事案発生 

  

⑦ 
7.15 

  ⑤を受け服務通知発出(「緊急都道
府県等教育長会議を踏まえた児童
生徒性暴力等の防止に等に向けた
取組について」教服第33号) ※⑤
の会議資料を添付 

⑧ 
7.15 

  
 

⑥の事案発生について定例的な夏
季服務通知に盛り込み発出(「教職
員の服務規律の確保等について」
教服第34号) 

⑨ 
8.25 

  ①の教員を懲戒免職 
（校長を戒告） 

⑩ 
10.4 

酒気帯び運転 
事案発生 

  

⑪ 
10.8 

  ⑩を受け服務通知発出（「教職員
による飲酒運転事案の発生につい
て」教服第65号） 

⑫ 
10.23 

住居侵入 
事案発生 

  

⑬ 
11.5 

 警察との連携促進について服務通
知発出（「児童生徒性暴力等の未
然防止及び早期発見に向けた警察
との連携の促進について」７初初
企第８号）  

 

⑭ 
11.11 

  ⑬を受け服務通知発出(「児童生徒
性暴力等の未然防止及び早期発見
に向けた警察との連携の促進につ
いて」教服第76号) 

⑮ 
11.13 

⑫の再逮捕 
住居侵入及び不同
意わいせつ 

 
 
 

 

⑯ 
11.14 

  ⑮を受け服務通知発出（「教職員
の綱紀の保持について」教服第81
号） 

⑰ 
12.4 

  児童生徒性暴力防止を強調し定例
的な冬季服務通知に発出(「教職員
の綱紀の保持について」教服第90
号) 

⑱ 
12.19 

  ③～⑤、⑦を踏まえ市町村教委あて
通知発出（「児童生徒性暴力等の防
止等に向けた１人１台端末を活用
した相談窓口の整備・周知につい
て」教服第103号・教学1522号 

⑲ 
12.22 

  ⑩の教員を懲戒免職 

⑳ 
1.13 

不同意性交等事案
発生 

  

㉑ 
1.16 

  ⑳を受け服務通知発出（「不祥
事の根絶に向けた取組の徹底に
ついて」教服第111号） 

㉒ 飲酒運転事案発生   



資料２ 

４ 
 

2.15 

㉓ 
2.16 

わいせつ誘拐、不
同意性交等事案発
生 

  

㉔ 
2.18 

  ㉒を受け服務通知発出（「飲酒運
転の根絶に向けた取組の徹底につ
いて」教服第128・129号） 

㉕ 
2.19 

  ㉓を受け服務通知発出（「児童生
徒性暴力等の根絶に向けた服務規
律の確保の徹底について」教服第
134号） 

㉖ 
3.5 

飲酒運転、窃盗事
案発生 

  

㉗ 
3.6 

  ㉖を受け服務通知発出（「教育長
訓示について」教服第142号） 
 ※3/9までに教育長訓示・服務管

理監指示の動画を視聴。 
  市町村は3/27まで 

㉘ 
3.26 

飲酒運転（自転車）
事案発生 

  

 



資料３

100000
長方形



資料４

100000
線

100000
長方形



資料５

100000
長方形

100000
長方形

100000
長方形

100000
長方形

100000
長方形

100000
長方形

100000
長方形



資料６

100000
長方形



資料７ 

1 

不祥事防止対策の方針等について 

１ 令和７年度の教職員の不祥事の状況                                            

 ⑴ 懲戒処分の件数は減少傾向にあるものの、逮捕事案や飲酒運転事案などの重大な事案が多発 

⑵ 直近 10年間で最多となる６件の逮捕事案発生 

   （①小学校教諭…盗撮、②教事事務職…窃盗、③中学校教諭…不同意わいせつ、④高校船舶職…不同意性交等、⑤小学校教諭…

不同意性交等、⑥高校教諭…窃盗（下着）） 

 ⑶ 令和５年度（２件処分）、６年度（３件処分）に続き、今年度４件の飲酒運転事案発生 

   （①小学校教諭、②本庁事務職、③高校教諭、④県立学校長（自転車）） 

  ⇒ 特に、性犯罪関係と飲酒運転事案の発生状況が深刻であり、これらへの対応が急務  

２ 不祥事防止対策に関する今後の取組の方向性                                         

 (1) 「外部の視点」も取り入れながら、不祥事発生の要因を具体的に分析するなどにより、教職員一人ひとりのコンプライアンス

意識の向上と、組織として不祥事を許さない仕組みづくりに向けた取組を推進する。 

 (2) 具体的には、関係教職員等による「不祥事防止対策検討会議」を立上げ、同会議を中心に外部専門家（弁護士、心理・医療等

の専門家などを想定）の知見も活用しながら、「不祥事発生要因の分析」「具体的な再発防止策」「取組状況等の県民への公表のあ

り方」などについて検討を進め、今後の不祥事防止対策を策定する。 

 (3) また、なぜ犯罪行為等を行ってしまうのか、どうしたら犯罪行為等を思い止まらせることができるのか、どうしたら全教職員

に対し犯罪行為等は許されないものであることの意識付けができるのかなどについて、外部専門家等の意見を確認する。 

 (4) なお、当面の対策として、各種会議や研修等において、性犯罪関係事案の防止に向けた取組の徹底を図る。 

３ 不祥事防止対策の具体的な取組（案）                                                       

 現時点で、県教育委員会において想定している取組については、以下のとおり。 

⑴ 不祥事事案の要因分析 

  逮捕事案及び飲酒運転事案の発生要因を、本人供述等を基に警察等の協力を得て分析する。 

  分析については、警察等の職員に会議へ出席いただき、意見をいただくこと等を想定している。 
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  また、分析手法についても知見をいただき、今後の不祥事発生における要因分析を行う。 

⑵ 不祥事防止に係る取組の評価及び見直し 

  弁護士等へ企業統治等に関する知見を聴取し、県教育委員会においても実施できる取組を探る。 

  弁護士等に会議へ出席いただき、意見をいただくこと等を想定している。 

⑶ 今後の不祥事防止対策（新たな取組） 

  不祥事防止対策として、次の取組の実施を検討していること。 

・ 法務局（人権擁護関係）等と連携し、学校の管理職や教職員を対象とする「人権」に関する研修用動画の作成等により、児童

生徒を個人として尊重する教育活動の推進に取り組む。 

・ 警察等と連携し、逮捕や検挙された場合の具体的な手続きの流れや影響等、なぜ非違行為や犯罪行為を行ってしまうのかなど

を内容とする研修動画の作成等により、危機意識の醸成に向け取り組む。 

・ 飲料メーカー等と連携し、飲酒による具体的な脳への影響を理解することで、なぜ飲酒運転をしてしまうのかなどを内容とす

る研修動画の作成等により、飲酒運転の撲滅に向け取り組む。 

 ⑷ 取組状況等の県民への公表の在り方 

 ・ 他県の取組などを参考の上、県民に対する取組状況等の公表としてどのような対応が考えられるか検討を進める。 

４ 既存の取組の見直し等                                                  

 ⑴ 各種会議等における「児童生徒への性暴力等の防止」の説明等の追加 

・ 年度当初等に開催する各種会議や研修等において、「児童生徒への性暴力等の防止」をテーマとした講義や説明等を組み入れ

ることにより、性暴力等関係の再発防止の取組の徹底を図る。 

 ⑵ 服務通知による具体的な指示等 

・ 年度当初の職場研修、コンプライアンスの取組の実施に関する服務通知により、各学校等におけるグループワーク形式の不祥

事防止対策や再発防止策等をテーマとするコンプライアンス研修の実施（年１回以上）を義務付けるとともに、服務管理監にお

いて実施状況の確認を行う【令和８年４月１日付け服務管理監通知により指示】。 

・ ゴールデンウィーク前に発出している服務通知により、所属長による年度当初の職員面談において、教職員の勤務状況、児童

生徒への指導状況、生活や健康、飲酒の状況等の十分な把握に努め、適宜、必要な助言・指導を行うよう指示するとともに、服

務管理監において実施状況の確認を行う。 
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５ 取組スケジュール（案・イメージ）                                                       

 

３月 ４月 ５月 ６月

下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

今後の不祥事防止対策

不祥事防止対策検討会議

各種服務通知等

各種会議や研修等を通じた

コンプライアンスの取組の

徹底

会
議
設
置

会議①

対策(素案)の作成

専門家の意見収集 対
策
策
定

対策に基

づく取組

の推進

会議② 会議③

目的、       

等の確認

対策（素案）に

対する意見等
対策に対する意

見等

会議②を踏ま

えた対策検討

・不祥事未然防止(職場研修等)

・綱紀保持(ＧＷ前)

・         宣言

・      相談窓口の周知

・夏の交通事故防止

「初任者研修、２年目研修、３年目研修、教職経験者５年研修、中堅教諭等資質向上研修」「公立

義務教育諸学校新任校長研修」「公立義務教育諸学校新任副校長研修講座」「県立学校新任校長研

修講座」「地区校長研修講座」「教育事務所長会議」「県立学校長会議」「県教育委員会と市町村

教育委員会との意見交換」「経営指導主事会議」等

・「児童生徒への性暴力等の防止」の説明の追加等 随時の見直し

会議①を踏まえた対策検討

対策に対する意

見等
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【参考】「不祥事防止対策」の取組の全体イメージ 

対象等 取組事項等 

教職員等 不祥事防止対策 職場環境の改善等 

・各種会議や服務通知等による各所属等における取組の推進 

・各種研修等による意識啓発や取組の推進 

・各所属におけるコンプライアンスの取組等の内容等の見直し 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒等  

・不適切な指導や性暴力の防止、人権尊重、いじめの防止などに関する周知（学習機会の提供等）の徹底 

・相談窓口の周知等の徹底 

・スクールカウンセラー等による心理ケア、学校教職員等による見守り体制づくりの推進 

・学校生活等に関する定期的なアンケートの実施等 

学校施設等 ・専門業者や専用機器（隠しカメラ捜索機器等）による学校施設等の点検の実施 

 

情報発信 ・取組状況等の県民への情報発信（公表） 

 

検証・見直し等 ・岩手モデルの外部専門家によるモデルの取組状況等のモニタリングの活用、又は、不祥事防止対策検討会

議（仮称）の継続的な開催等による取組の検証・見直し等の実施 

 
 

岩手県教職員働き方改革ﾌﾟﾗﾝの推進 
・県立学校の取組 
・県教育委員会の取組 
・市町村教育委員会の取組 

教職員の健康確保 

・メンタル対策等の体系的な実施等 

再発防止「岩手モデル」の推進 
・暴力、不適切な言動、性暴力・ｾｸ          などの不適切
な指導等の根絶に向けた各種取組等の推進 

専門家等との連携・協力した取組の実施 
・法律、医療、福祉や警察等の専門家等と連携・協力した研
修動画の作成等 

依存症等の周知 

・性嗜好障害、     や性依存等の周知 

継 

継 

新 

新 

学校施設等の点検 
・専門業者や専用機器（隠しカメラ捜索機器等）による学校施設等の点検の実施 
新 

県民への情報発信 
・取組状況等の県民への情報発信（公表） 
新 

取組の検証・見直し等 
・岩手モデルの外部専門家によるモデルの取組状況等のモニタリングの活用、又は、不祥事防止対策検討
会議の継続的な開催等による取組の検証・見直し等の実施 

新 

継 

継 

継 


